
Copyright © 2012 群馬吸入療法研究会 All Rights Reserved.      Ver.2012.0705 

薬局における吸入指導の流れ（2回目以降） 

（1）患者より吸入指導依頼書、院外処方せんを受け取り、内容を確認

（2）【薬剤理解評価】の内容に沿って、各項目の理解度を評価し、 

評価表に記入（記入例①参照） 

（3）【手技評価】の項目に沿って、吸入手技を確認し、評価表に記入（記入例②③参照） 

【手技評価】で△、×がついた項目を中心に再指導 

最初に、患者に普段通り実施してもらう(デモ機使用) 

↓ 

次に、薬剤師が評価し、正しく実施できるまで繰り返す 

（4）評価表に総合的評価・医師へのコメントを記入（記入例④⑤参照）

その他、指導日、医師への照会事項、連絡事項などの必要事項 

（5）吸入評価表を依頼施設に FAX送信（情報のフィードバック）

（記入例） 

薬剤理解評価の記入 
○できる
△確認が必要
×できない

手技評価の記入 
○できる
△確認が必要
×できない

【薬剤理解評価】【手技評価】で△や×の
項目の詳細や再指導についてなど、医師と
の情報共有が必要となる点を記載。 

手技評価に１
つでも△また
は×がついた
場合には「継続
指導の必要性」
有とする。 

【薬剤理解評価】
【手技評価】の他、
吸入に取組む姿勢
や意識などを含め、
薬剤師としての総
合的評価を記入 

下記に示す一連の指導を行うことにより「服薬情報等提供料(30点)」を算定することができます 

医師からの同意取得の際に算定についての情報提供がなされていますが、再度ご説明のうえ同意

をいただき算定を行ってください 


